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第２章 再犯防止を取り巻く状況  

１ 国における再犯防止の取り組み 

国は、国民が安全・安心に暮らすことができる社会の実現を図る観点から、再犯防止対策を

推進する必要性・重要性を指摘し、平成24年7月、犯罪対策閣僚会議において、刑事政策に初

めて数値目標を盛り込んだ「再犯防止に向けた総合対策」を決定し、刑務所出所後に再入所し

た者のうち、2年以内に再度入所した者の割合を令和3年までに20％以上減少させる数値目標

を設定しました。 

平成25年12月、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、犯罪の

繰り返しを食い止める再犯防止対策の推進を盛り込んだ「「世界一安全な日本」創造戦略」を

閣議決定しました。 

平成26年12月、犯罪対策閣僚会議において「宣言：犯罪に戻らない・戻さない～立ち直り

をみんなで支える明るい社会へ～」を決定し、令和2年までに協力雇用主（※）数を現在（平

成26年）の3倍、帰るべき場所がないまま刑務所から社会に戻る者の数を30％以上減少させる

数値目標を設定しました。 

平成28年7月、犯罪対策閣僚会議において、薬物依存者や犯罪をした高齢者又は障害のある

者等に対して、刑事司法のあらゆる段階のみならず、刑事司法手続き終了後を含めた「息の長

い」支援の実施を盛り込んだ「薬物依存者・高齢犯罪者等の再犯防止緊急対策～立ち直りに向

けた“息の長い”支援につながるネットワーク構築～」を決定しました。 

平成28年12月、再犯防止推進法が公布、施行され、“犯罪をした者等”の円滑な社会復帰を

促進すること等による再犯の防止等が犯罪対策に重要であることにかんがみ、再犯の防止等に

関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を規定しました。 

平成29年12月、再犯防止推進法を受けて、国民が犯罪による被害を受けることを防止し、

安全で安心して暮らせる社会の実現を図るため、平成30年度から令和4年度までの5年間に取

り組む再犯防止に関する施策を盛り込んだ「再犯防止推進計画」を初めて策定しました。 

国は、この計画において、5つの基本方針、7つの重点課題（46頁参照）と主な施策を掲

げ、令和3年までに、2年以内再入率を16％以下にする等の目標を確実に達成し、国民が安全

で安心して暮らせる「世界一安全な日本」の実現を目指しています。 

 

（※）協力雇用主 

犯罪・非行の前歴のため、定職に就くことが容易でない刑務所出所者等を、その事情を理解した上で

雇用し、改善更生に協力する民間の事業主。 
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犯罪をした者等とは、再犯防止推進法第２条第1項に規定される「犯罪をした者又は非行少年（非

行のある少年をいう。）若しくは非行少年であった者」のことをいい、例えば、検察庁で起訴猶予

処分になった者や裁判所で全部執行猶予になった者、入所受刑者、保護観察に付された者、満期釈

放者等も含んでいます。 

 

【 犯罪をした者等に対する支援の概略イメージ 】 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 
 犯罪をした者等の支援については、起訴猶予や刑の執行猶予付判決を受けた者、刑務所等での服

役をしない者に対する支援（入口支援）、実刑判決等により刑務所等において服役した者に対して

行う支援（出口支援）があります。 

現在、各矯正施設をはじめとした関係機関等において様々な支援が行われていますが、疾病・障

害の診断を受けていないなどの理由から、それらの支援を受けられない（受けていない）者がいま

す。 

 また、特に刑務所等で服役している者のうち、住民票が除票されている場合については、福祉サ

ービスが受けられず、就労も確保できないなど、円滑な社会復帰が困難となる者もいます。 
 

（※１）矯正施設 

犯罪をした者等を収容し、改善更生のための処遇等を行う施設（刑務所、少年刑務所、少年院、少

年鑑別所等）。 

（※２）保護観察 

犯罪をした者等が、社会の中で更生するように、国の責任において指導監督及び補導援護を行う

もので、保護観察処分少年、少年院仮退院者、仮釈放者、保護観察付執行猶予者及び婦人補導院仮

退院者がその対象。 

“犯罪をした者等”とは 

                                                                                                                                   
 

 

 

   

  

 

 

 〈 入 口 支 援 〉 〈 出 口 支 援 〉 

山梨県更生保護女性連盟、山梨県BBS連盟、山梨県就労支援事業者機構、ハローワーク等の各種支援 
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２ 本県における犯罪の発生状況 

（１）刑法犯認知状況 

本県における刑法犯認知件数は、戦後最多であった平成14年をピークに減少傾向にあり、

令和元年には初めて4千件を下回り、3,985件となりました。                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「認知件数」（山梨県警察）を加工して作成） 

 

（２）再犯者の状況 

刑法犯の検挙人員に占める再犯者の割合（再犯者率）は、48.1％（令和元年）で、検挙さ

れた者の約半数が再犯者という状況が近年続いています。                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：法務省、山梨県警察提供データ） 
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３ 矯正施設に関する入所者等の状況 

 

 

 (１) 再入者の状況 

平成30 年に全国の刑務所に入所した85 名のうち再入者は49 名であり、その割合は

57.6％でした。また、刑務所入所者は減少傾向にあるものの、再入者率は近年50％以上で

推移しており、初めて刑務所に入所した者よりも再入者の方が多い状況が続いています。                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：法務省提供データ） 

 (２) ２年以内再入者の状況 

    全国の刑務所における再入者のうち、出所から2 年以内の再入者の割合は、近年50％以

上で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：法務省提供データ） 

※ 犯罪時の居住地が山梨県であった者に関する統計 
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(３) 刑務所出所時に帰住先がない者の状況 

    甲府刑務所出所時に帰住先がない者及びその割合は、いずれも平成27 年以降減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：法務省提供データ） 

 (４) 高齢（65歳以上）入所者の状況 

    近年、全国の刑務所における高齢入所者数はほぼ同数で推移していますが、入所者のう

ち、高齢者の占める割合は増加傾向にあります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：法務省提供データ） 
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４ 更生保護に関する状況  

(１) 保護観察終了時に無職である者の状況 

    甲府保護観察所において、保護観察終了時、無職である者の割合は近年増加傾向でした

が、平成30 年は大幅に減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              （出典：法務省提供データ） 

(２) 有職者と無職者の再犯率の状況 

   平成25 年から平成29 年の5 年間について、全国において保護観察を終了した者のう

ち、犯罪等により保護観察を終了した者の割合（再犯率）は、有職者が7.8％であったのに

対し、無職者は25.2％であり、3 倍以上高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成30 年版再犯防止推進白書、全国の数値） 
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(３) 協力雇用主等の状況 

    県内の協力雇用主の数は年々増加しており、協力雇用主に雇用された者も増加傾向にあり

ます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （出典：法務省及び甲府保護観察所提供データ） 

 (４) 保護司（※）の状況 

    県内の保護司の定員数は490 人（保護司法、保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関

する規則による。）ですが、充足率は95％以上で推移しています。 

（※）保護司 

保護司法や更生保護法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員。給与は支給されず、犯

罪をした者等の立ち直りを地域で支えるボランティア。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：法務省提供データ） 
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(５) 「社会を明るくする運動（※）」の状況 

    県内における「社会を明るくする運動」への参加人数は、ほぼ毎年1 万人前後です。 

（※）社会を明るくする運動 

全ての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪をした者等の更生について理解を深め、それぞれの立場で力を

合わせ、犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な啓発活動。毎年７月が「社会を明るくする運動」の

強調月間。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              （出典：法務省提供データ） 
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５ 現状と課題 

（１）現状 

・本県における刑法犯の認知件数は、令和元年には、ピーク時の約4分の1となっています

が、検挙された人員に占める再犯者の比率は、48.1％と検挙人員の半数近くが再犯者とい

う状況であり、この比率は近年同水準で推移しています。 

 

・平成30年に刑務所へ入所した85名のうち、再入者は49名で、その割合は57.6％であり、

新規入所者は減少傾向にありますが、再入者が初めて刑務所に入所した者よりも多い状況

が続いています。また、再入者のうち、半数の者が2年以内に再入所しています。  

 

・保護観察終了時に無職である者は、矯正施設において就労支援関係機関と連携した職業相

談や企業面接等の就労支援の推進により、平成30年には大幅に減少しています。 

 

・更生保護に関わる状況では、県内の協力雇用主数は年々増加しており、保護司の充足率も

平成31年は97.8％です。 

 

 

（２）課題 

・県民にとって、「再犯の防止」や「更生保護」は必ずしも身近なものではないことから、

県民の理解と協力を得ていくためには、広く周知・啓発活動を推進する必要があります。 

 

・矯正施設を出所した者に対する支援（出口支援）だけでなく、服役をしない者等に対する

支援（入口支援）も必要です。 

 

・犯罪をした者等については、就労や適切な定住先を確保することが重要であり、特にその

確保が困難な高齢者や障害のある者等に対する効果的な支援が必要となっています。 

 

・再犯の防止等に関して、国や県、市町村、民間団体その他関係者が連携して取り組むこと

が重要であり、連携体制の一層の強化が求められています。 


